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障 害 者 （ 児 ） 施 設 に お け る 虐 待 の 防 止 に つ い て  

                                                    平成17年10月20日  障発第 1020001 号           

                              各都道府県知事 ・ 各指定都市市長 ・ 各中核市市長宛 

                              厚生労働省社会 ・ 援護局障害保健福祉部長通知 

   

 障害者 （ 児 ） 施設等における不祥事の発生防止及びその対応については 、 これまで も機会あるご と にお願い し ている と こ ろ

であ り 、 本年 ３ 月に開催された全国障害保健福祉関係主管課長会議において も 、 ご説明と その充実についてお願いを申し上げ

た と こ ろである 。  

 しかし ながら 、 最近 、 知的障害者施設において 、 複数の職員が入所中の知的障害者に対し暴行を加え傷害罪と し て逮捕 、 起

訴される と い う 事件が発生し 、 他にも障害者施設における虐待事件が続発し ている こ とは 、 誠に遺憾である 。 障害者の人権が

擁護され適切な支援がな されるべき施設で このよ う な事件が起きた こ とは看過し難いものであ り 、 迅速かつ適切な対応を改め

てお願いする 。  

 施設における障害者 （ 児 ） 虐待が生ずる要因は複雑 ・ 多様であ り 、 個々の実情に応じ たきめ細やかな対策が必要である と考

え られるが 、 虐待は密室の環境下で行われる こ と 、 障害者 （ 児 ） の権利を侵害する小さ な出来事から心身に傷を負わせる行為

にまで次第にエス カ レー ト し てい く こ と 、 職員に行動障害などに対する専門的な知識や技術がない場合に起こ りやすいこ と等 、

障害者 （ 児 ） 虐待に共通な構図が存在する と言われている 。 このよ う な こ と を踏まえ 、 利用者に対する権利侵害をエス カ レー

ト させない等虐待を未然に防止する こ と 、 虐待を早期に発見し て迅速な対応を図る こ と 、 再発防止の観点からその後の支援や

指導を きめ細か く 行 う こ と等 、 障害者 （ 児 ） 虐待の防止に取り組むこ とが極めて重要である 。  

 今後は 、 このよ う な施設における虐待を未然に防止するための対策及び虐待が発生し た場合の迅速かつ適切な対応について 、

ご理解の上 、 再度 、 管内の障害者 （ 児 ） 施設に周知徹底を図る と と もに適切な指導を行い 、 また 、 管内の市町村及び関係団体

に周知徹底を図り 、 その運用に遺漏のないよ う にされたい 。  

 なお 、 本通知は 、 地方自治法 （ 昭和22年法律第67号 ） 第 245 条の ４ 第 １ 項の規定に基づ く 技術的助言である こ と を申し添え

る 。  

                             記 

１  虐待に当たる行為について 

障害者 （ 児 ） 虐待は 、 障害者に対する不適切な言動や障害者自身の心を傷つける ものから傷害罪等の犯罪と なる ものまで

幅広いものと考え られる 。 児童虐待の防止等に関する法律 （ 平成12年法律第82号 ） においては 、 虐待とは 、 ①身体的虐待 、

②性的虐待 、 ③ネグレ ク ト 、 ④心理的虐待と されてお り 、 施設における障害者 （ 児 ） 虐待も これに準じ る ものと考え られる 。

これら以外にも 、 障害者 （ 児 ） の所持する年金等の流用など財産の不当な処分も虐待に当たる と考え られる ものである 。  

なお 、 個別具体の行為が虐待に当たるかど う かについては 、 「 子ど も虐待対応の手引き 、 平成17年 3 月25日改訂版 、 厚生

労働省雇用均等 ・ 児童家庭局総務課虐待防止対策室 」 （ 別添 １ ） を参考とする こ と 。  

また 、 自傷行為 、 他害行為 、 パニ ッ ク などの行動障害に対し て 、 障害者 （ 児 ） 自身 、 周囲の者等の保護のため 、 緊急やむ

を得ず当該障害者 （ 児 ） に強制力を加える行為は認められる場合があるが 、 その個々の利用者への適応の範囲 ・ 内容につい

ては 、 施設内のガイ ド ラ イ ン等を作成し て共通認識に基づいて対応を図るよ う 指導する こ と 。  

２  障害者 （ 児 ） 虐待の未然の防止について 

(1)  職員の人権意識 、 知識や技術の向上 

   施設における障害者 （ 児 ） 虐待を未然に防止するためには 、 日頃から権利侵害を見過ご さ ないよ う にし 、 いわば虐待の 

芽を摘んでい く こ とが有効である こ とから 、 それぞれの施設において 、 次のよ う な取組みを行 う よ う 指導する こ と 。  

  ①  職員が 、 自らの行為が虐待などの権利侵害に当たる こ と を自覚し ていない場合がある こ とから 、 別添 ２ のよ う な掲示

物を施設内の見やすい場所に掲示し 、 職員で話し合っ て定期的に新し いものに張り替えるなど 、 関心が薄れないよ う 工

夫する こ と 。  

  ②  倫理綱領 、 行動規範等を定め 、 職員に周知徹底する こ と 。  

  ③  普段から研修などを通し て 、 職員の人権意識を高める こ と 。  

    また 、 職員の知識や技術が不足し ているために 、 特に行動障害などの問題行動を有する利用者が虐待を受けるケース

が高い と言われている こ とから 、 それぞれの施設において 、 次のよ う な取組みを行 う よ う 指導する こ と 。 その際 、 知的

障害者更生相談所 、 身体障害者更生相談所 、 児童相談所の専門性を活用する こ と 。  

  ①  研修などを通し て 、 職員の知識や技術 、 特に行動障害などの特別な支援を必要とする障害者 （ 児 ） の支援に関する知

識や技術の向上を図る こ と 。  

  ②  個々の障害者 （ 児 ） の状況に応じ た個別支援計画を作成するなど し て 、 適切な支援を行 う こ と 。  

  ③  職員が支援に当た っ ての悩みや苦労を相談でき る体制を整えるほか 、 職員が利用者の権利養護に取り組める環境を整

備する こ と 。  

(2)  苦情解決制度の利用 

   苦情解決制度については 、 社会福祉法 （ 昭和26年法律第45号 ） 第65条第 １ 項において社会福祉施設の最低基準に苦情へ

の対応に係る規定を盛り込むこ と を定める と と もに 、 第82条において 、 社会福祉事業の経営者に対し 、 利用者等からの苦

情の適切な解決に努めるべき責務を課す規定が置かれてお り 、 さ らにこれらの規定の趣旨を踏まえ 、 「 社会福祉事業の経

営者による福祉サービスに関する苦情解決の仕組みの指針について 」 （ 平成12年 6 月 7 日障第 452 号 ・ 社援第1352号 ・ 老

発第 514 号 ・ 児童家庭局長連名通知 ） が発出されている と こ ろであるので 、 これを参考と し て 、 施設運営と中立的立場に

ある第三者委員を積極的に活用する こ と などによ り 、 障害者 （ 児 ） 虐待を未然に防止する見地から も苦情解決制度の実効

性が確保されるよ う 指導する こ と 。    
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 また 、 障害者 （ 児 ） やその家族は 、 支援を受けている施設への遠慮から 、 直接苦情を言いに く い と い う 指摘がある こ と

から 、 都道府県 、 市町村 、 児童相談所などの行政窓口における苦情の受付け 、 都道府県社会福祉協議会の運営適正化委員

会における苦情解決制度の活用などを図る こ と 。  

(3) サービス評価などの利用

「 福祉サービス第三者評価事業に関する指針について 」 （ 平成16年 5 月 7 日 、 雇児発第 0507001 号 ・ 社援発第 0507001

号 ・ 老発第 0507001 号雇用均等 ・ 児童家庭局長 、 社会 ・ 援護局長 、 老健局長連名通知 ） 及び 「 施設種別の 『 福祉 

サービス第三者評価基準ガイ ド ラ イ ンにおける各評価項目の判断基準に関するガイ ド ラ イ ン 』 及び 『 福祉サービス内容評

価基準ガイ ド ラ イ ン 』 等について 」 （ 平成17年 3 月29日雇児福発第 0329001 号 ・ 社援基発第 0329001 号 ・ 障障発第

0329001 号雇用均等 ・ 児童家庭局家庭福祉課長 、 社会 ・ 援護局福祉基盤課長 、 社会 ・ 援護局障害保健福祉部障害福祉課長

連名通知 ） を参考にし て利用者の権利擁護がな されるよ う 指導する こ と 。 また 、 施設の指導 ・ 監査においては 、 このよ う

な評価基準に基づいて利用者の権利擁護が実施されているかチ ェ ッ クする こ と 。 さ らに 、 第三者評価の実施について も積

極的に取り組むよ う 指導する こ と 。

(4) 成年後見制度の活用

判断能力の乏し い者であっ て 、 自ら権利を擁護する こ と に困難を抱える障害者については 、 成年後見制度を活用し て身

上監護などを通し て権利擁護を行っ てい く こ とが重要である 。 その際 、 市町村が行っ ている成年後見制度利用支援事業を

利用する こ と も考え られる 。  

３  障害者 （ 児 ） 虐待の早期発見 ・ 対応について 

(1 )  早期発見の取組み 

都道府県及び市町村は 、 あらゆる機会を通じ て 、 障害者 （ 児 ） やその家族 、 施設関係者等に対し 、 障害者 （ 児 ） 虐待の

防止に関する普及 ・ 啓発に努める と と もに 、 これらの者との情報交換を緊密に行い 、 障害者 （ 児 ） 虐待の早期発見に努め

る こ と 。  

障害者 （ 児 ） やその家族 、 施設関係者等から障害者 （ 児 ） 虐待に関する情報提供があった と きは 、 当該情報提供を行っ

た者が特定される こ とのないよ う 秘密を保持する こ と 。  

(2 )  虐待を受けた障害者 （ 児 ） の保護 

   都道府県及び市町村は 、 障害者 （ 児 ） 虐待に関する情報を得た と きは 、 虐待を受けた障害者 （ 児 ） の安全の確保を最優

先にし て対応する こ と 。 都道府県及び市町村は 、 必要に応じ 、 虐待を受けた障害者 （ 児 ） の一時的な保護 、 他の施設への

入所措置 、 成年後見制度の審判の申立てなどを速やかに行 う こ と 。  

(3 )  施設内の調査について 

   都道府県及び市町村は 、 施設における障害者 （ 児 ） 虐待の情報を得た と きは 、 虐待の拡大に繋がら ないよ う に 、 社会福

祉法第70条などの関係法令に基づ く 調査 、 障害者 （ 児 ） やその家族 、 施設関係者からの聞き取り などの調査を速やかに開

始する こ と 。 また 、 調査は利用者の生命保護 ・ 人権擁護の立場から行 う こ と 。  

   調査に当た っ ては 、 障害者 （ 児 ） やその家族 、 施設関係者等複数の人々からの聞き取り を行い 、 その際 、 本人やその家

族が安心し て話せる場所の設定や 、 易し く 説明する等の配慮を行 う こ と 。 また 、 話の秘密が守られる こ とや 、 権利が擁護

される こ と を丁寧に説明する こ と 。  

(4 )  調査後の対応について 

   都道府県は 、 虐待の行われた施設に対し 、 知的障害者福祉法 （ 昭和35年法律第37号 ） 第15条の30第 １ 項 、 身体障害者福

祉法 （ 昭和24年法律第 283 号 ） 第17条の30第 １ 項に基づ く 指定の取消し 、 児童福祉法 （ 昭和22年法律第 164 号 ） 第46条第

３ 項等に基づ く 改善命令 、 事業停止等 、 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 （ 昭和25年法律第 123 号 ） 第50条の ２

の ５ 第 １ 項に基づ く 事業の停止等又は社会福祉法第71条若し く は第72条に基づ く 改善命令 、 事業停止 、 許可取消し等の適

切な対応を図る こ と 。 また 、 市町村は 、 知的障害者福祉法第15条の30第 ２ 項又は身体障害者福祉法第17条の30第 ２ 項の通

知を行 う など 、 都道府県と協力し て対応する こ と 。  

これらの対応を行 う に当た っ て 、 都道府県及び市町村は 、 必要に応じ て警察や法務局 ・ 地方法務局と連携する こ と 。  

４  対応後の支援について 

(1 )  虐待を受けた障害者 （ 児 ） やその家族への支援 

   虐待を受けた障害者 （ 児 ） やその家族については 、 心のケアを含め 、 その後の支援が適切に行われるよ う 継続的にフ ォ

ローする こ と 。

(2 )  虐待の行われた施設への支援 

虐待の行われた施設については 、 その後の支援を きめ細か く 行い 、 再発の防止に努める と と もに 、 ケースを １ つの特異

なケース とせず 、 施設に共通な課題と し て取り組むために 、 必要に応じ 、 情報を都道府県内の施設に提供する こ と 。  

  施設での再発を防止するためには 、 改善計画を作成し 、 それに則り迅速な対応を図るよ う 指導する こ と 。 その際 、 理事

会や施設長など管理者が大きな役割を果たすこ とから 、 適切な理事会組織や管理体制が構築でき るよ う 指導する こ と 。  

(3 )  その他 

   虐待防止は 、 県内全体の課題と受け止め 、 再発防止のための対応を整理する こ と 。 例えば 、 虐待防止のためのシステム

構築や虐待対応マニュ アルの作成等を各施設に指導する こ と 。  

５  関係者の連携について 

  施設における障害者 （ 児 ） 虐待の防止については 、 都道府県 、 市町村 、 福祉事務所 、 知的障害者更生相談所 、 身体障害者 

更生相談所 、 児童相談所 、 保健所 、 精神保健福祉セン ターなどの機関だけでな く 、 障害者 （ 児 ） 団体 、 施設などの関係団体 、

学校 、 警察 、 法務局 ・ 地方法務局 、 司法関係者 、 医療関係者 、 民生委員 、 人権擁護委員 、 ボラ ンテ ィ ア 、 オンブズマン 、 地

域の住民などの協力な し には効果的な対応が図られないこ とから 、 これら関係機関とのネ ッ ト ワーク を普段から構築する こ

と 。  

  また 、 障害者 （ 児 ） 虐待の未然防止については 、 施設職員のモ ラルの向上や権利問題を検討でき る職場の雰囲気などが重 

要である こ とから 、 改めてその周知徹底を図られたいこ と 。 そのために 、 国立秩父学園の現任職員研修や民間の障害者
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（ 児 ） 施設職員等に対する研修の機会を利用されたい 。  

６  児童福祉施設における虐待等の禁止について 

  児童福祉施設においては 、 児童福祉施設最低基準 （ 平成23年厚生省令第63号 ） によ り 、 施設の職員が入所中の児童に 

対し 、 児童虐待防止法第 ２ 条に規定する虐待行為を禁止し ている 。 また 、 施設の長や職員によ るいわゆる体罰は 、 児童虐待

防止法第 ３ 条に規定する 「 虐待 」 に該当し許される ものではな く 、 児童福祉施設最低基準によ り懲戒に係る権限の濫用と し

て禁止されている 。 これに違反する場合には最低基準違反と し て 、 本通知の ３ の (4) 等による適切な対応を図る こ と 。  

（ 別添 １ ）

虐待について 

○児童虐待防止法では 、 次の ４ つの類型を児童虐待と し ている 。

１ ． 児童の身体に外傷が生じ 、 又は生じ る恐れのある暴行を加える こ と 。

２ ． 児童にわいせつな行為をする こ と又は児童を し てわいせつな行為を させる こ と 。

３ ． 児童の心身の正常な発達を妨げるよ う な著し い減食又は長時間の放置その他の保護者と し ての監護を著し く 怠る こ と 。

４ ． 児童に対する著し い暴言又は著し い拒絶的な対応 、 児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力 （ 配偶者 （ 婚姻の

届出を し ていないが 、 事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む 。） の身体に対する不法な攻撃であっ て生命又は身体

に危害を及ぼすもの又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をい う 。） その他の児童に著し い心理的外傷を与え

る言動を行 う こ と 。  

○具体的には 、 以下のものが児童虐待に該当する 。

（「子ど も虐待対応の手引き 」、 平成17年 ３ 月25日改定版 、 厚生労働省雇用均等 ・ 児童家庭局総務課虐待防止対策室 ）

ア ． 身体的虐待 （ 第 １ 号 ）

・ 外傷とは打撲傷 、 あざ （ 内出血 ）、 骨折 、 頭部外傷 、 刺傷 、 たばこ によ る火傷など 。

・ 生命に危険のある暴行とは首を絞める 、 殴る 、 蹴る 、 投げ落とす 、 熱湯をかける 、 布団蒸し にする 、 溺れさせる 、 逆さ

吊り にする 、 異物を飲ませる 、 食事を与えない 、 冬戸外に閉め出す 、 縄などによ り一室に拘束するなど 。

・ 意図的に子ど も を病気に させる 。

イ ． 性的虐待 （ 第 ２ 号 ）

・ 子ど もへの性交 、 性的暴力 、 性的行為の強要 、 教唆など 。

・ 性器を触る又は触らせるなどの性的暴力 、 性的行為の強要 ・ 教唆など 。

・ 性器や性交を見せる 。

・ ポル ノ グラ フ ィ ーの被写体などに子ど も を強要する 。

ウ ． ネグレ ク ト （ 第 ３ 号 ）

・ 子ど もの健康 ・ 安全への配慮を怠っ ているなど 。 例えば 、 ①家に閉じ こめる （ 子ど もの意思に反し て学校等に登校させ

ない ）、 ②重大な病気にな っ て も病院に連れていかない 、 ③乳幼児を家に残し たまま度々外出する 、 ④乳幼児を車の中

に放置するなど 。

・ 子ど もに と っ て必要な情緒的要求に応えていない （ 愛情遮断など ）。

・ 食事 、 衣服 、 住居などが極端に不適切で 、 健康状態を損な う ほどの無関心 ・ 怠慢など 。

例えば 、 ①適切な食事を与えない 、 ②下着など長時間ひど く 不潔なままにする 、 ③極端に不潔な環境の中で生活させる

など 。

・ 親がパチン コに熱中し ている間 、 乳幼児を自動車の中に放置し 、 熱中症で子ど もが死亡し た り 、 誘拐された り 、 乳幼児

だけを家に残し て火災で子ど もが焼死し た り する事件も 、 ネグレ ク ト と い う 虐待の結果である こ と に留意すべきである 。

・ 子ど も を遺棄する 。

・ 祖父母 、 き ょ う だい 、 保護者の恋人などの同居人がア 、 イ又はエに掲げる行為と同様の行為を行っ ているにもかかわら

ず 、 それを放置する 。

エ ． 心理的虐待 （ 第 ４ 号 ）

・ こ とばによ る脅かし 、 脅迫など 。

・ 子ど も を無視し た り 、 拒否的な態度を示すこ と など 。

・ 子ど もの心を傷つける こ と を繰り返し言 う 。

・ 子ど もの自尊心を傷つけるよ う な言動など 。

・ 他のき ょ う だい とは著し く 差別的な扱いをする 。

・ 子ど もの面前で配偶者やその他の家族などに対し暴力をふる う 。

  など 

小倉丘礼

小倉丘礼

小倉丘礼

小倉丘礼
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（別添２） 

 展示物の例 

 

障害者（児）を支援する職員の方に 
 

 

以下のような行為は、障害者（児）への虐待です。 

 不適切な支援から、 

 傷害罪などに当たる犯罪行為まで様々ですが、 

いずれも障害者（児）の人権の重大な侵害であり、 

 絶対に許されるものではありません。 

 
○身体的虐待 

  ・殴る、蹴る、たばこを押しつける。 

  ・熱湯を飲ませる、食べられないものを食べさせる、食事を与えない。 

  ・戸外に閉め出す、部屋に閉じこめる、縄などで縛る。 

○性的虐待 

  ・性交、性的暴力、性的行為の強要。 

  ・性器や性交、性的雑誌やビデオを見るよう強いる。 

  ・裸の写真やビデオを撮る。 

○ネグレクト 

  ・自己決定といって、放置する。 

  ・話しかけられても無視する。拒否的態度を示す。 

  ・失禁をしていても衣服を取り替えない。 

  ・職員の不注意によりけがをさせる。 

○心理的虐待 

  ・「そんなことすると外出させない」など言葉による脅迫。 

  ・「何度言ったらわかるの」など心を傷つけることを繰り返す。 

  ・成人の障害者を子ども扱いするなど自尊心を傷つける。 

  ・他の障害者（児）と差別的な取り扱いをする。 

○その他 

  ・障害者(児)の同意を得ない年金等の流用など財産の不当な処分。 

  ・職員のやるべき仕事を指導の一環として行わせる。 

  ・躾けや指導と称して行われる上記の行為も虐待です。 

 

自分がされたら嫌なことを障害者（児）にしていませんか。 

常に相手の立場で、適切な支援を心がけましょう。 
 

 




